
申請日 ２０ 年 月 日

在 フィリピン日本国大使　殿 Date of Application year month day

（姓　Surname） （名　Given Name）

（姓） （名）

（大正・昭和・平成　　　　年）

年 月 日
year month day

■　申請する証明書の名称
     Type of certificates to apply

（　　　通） （　　　通） （　　　通） 通

■　提出先及び申請理由
     Destination to Submit/Reason for Application

○ これまでに婚姻の経験はありますか。 □ あります □ ありません

○ これまでに婚姻要件具備証明書の申請をしたことがありますか。
□ ありません □ あります → 今回は（      　）回目

○フィリピン国法上婚姻状態にありますか。 □ 婚姻状態にはありません

□ 婚姻状態です

※

※

※

■　注意事項　NOTICE

私は上記の留意事項に同意のうえ，証明書を申請します。 □はい（チェック）

I agree the above notice and apply for certificates.

※　在外公館記入欄　official use only

証明書発給申請書
Application Form for Certificates

申請者
Applicant

氏名
Full Name

ローマ
字表記

漢字
表記

生年月日
Date of Birth

電話番号
Telephone

住所
Address

必要部数
Quantity

身分上の事項に関する証明  Total

証明書の名称
Type of certificates

婚姻要件具備 離婚
Legal Capacity Divorce

提出先
Office of

Submission

申請理由
Reason for
Application

申請年月日 発行年月日 交付年月日

日本同様，フィリピンにおいても重婚は認められていません。フィリピン人婚約者に婚姻歴がある
場合は，その婚姻の取消しまたは無効の判決を受け，登記されなければ再婚することはできませ
ん（日本で成立した離婚の場合も同様です）。

※証明書は，その発行から長い期間が経過すると，提出先によっては証明書の効力が失われてしまう場合がありますので，
できるだけ早く受け取りを行うようお願いします。また，お引き取りのない証明書は，270日間の保管期間が経過した後，廃棄
されますので御承知おき下さい。

証第　　　　　－　　　　　　　　　号

証第　　　　　－　　　　　　　　　号

フィリピンにおける婚姻手続きのため

申請に虚偽があった場合，証明書を発給できないほか，刑法第１５７条１項「公正証書原本不実記
載等」の罪に問われることがありますのでご注意ください。

日本側にフィリピンで成立した婚姻を届け出ておらず，フィリピン国法上の婚姻状態にあるまま，
フィリピンにおいて新たな婚姻を行う場合，重婚とみなされ，婚姻許可証が発行されないほか，配
偶者より訴えられ，フィリピンを出国できない事態となる事もありますのでご留意願います。

証明番号

22 11 18

TAROGAIMU
外務 太郎

1987 6 15
62

0123-456-7890

1 1 2

パサイ市役所

2

東京都千代田区霞が関2－2－1

Note : Please note that the certificate will be disposed if it will not be received for 270 days. Please pick it up as soon as 
possible.  

d16212
Text Box
記入しないでください。

d16212
Callout
婚姻歴のある方は記入してください

d16212
Callout
婚姻許可証（Marriage License）を申請する市役所（City Hall）を書いてください。

d16212
Text Box
記入見本






